
労働局・労働基準監督署

ってどんなところ？



労働基準監督官は、行政職員と司法警察職員
の２つの役割を任っており、労働基準監督署等
に配属され、法令に基づき、あらゆる職場に立
ち入り、労働基準法などの労働関係法令が遵守
されるよう企業に指導し、企業と労働者の双方
が働きやすい環境を実現していくことを任務と
する厚生労働省の専門職員です。

労働基準法 第101条

労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の付属建設
物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若
しくは労働者に対して尋問を行うことができる。
前項の場合において、労働基準監督官は、その身分を

証明する証票を携帯しなければならない。

労働基準監督官とは



監督指導業務 安全衛生業務

司法警察業務 労災補償業務

主に従事する業務の種類



人事院・厚生労働省が行う

・「労働基準監督官A（法文系）」

・「労働基準監督官B（理工系）」

のどちらかの試験に合格する必要があ

ります。

検索労働基準監督官採用試験

労働基準監督官になるには

試験の
申込

1次
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発表
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最終
合格者
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＜採用試験のスケジュール＞



労働基準監督官の業務
～監督指導業務～

監督指導業務 安全衛生業務

司法警察業務 労災補償業務

主に従事する業務の種類

労働基準監督官が行う監督指導業務
（定期監督と申告監督）の流れなどを
解説します。



臨検監督に出発

労務関係資料を確認 指導文書の交付

機械・設備、作業を確認

労働者から相談や
その他各種情報を精査



定期監督
（主体的、計画的に実施する監督指導）

製造業, 29,583
鉱業, 203

建設業, 48,396

運輸交通業, 5,579

貨物取扱業, 699

農林業, 1,514

畜産・水産業, 459

商業, 19,844
金融・広告

業, 857

映画・演劇

業, 155

通信業, 224

教育・研究業, 

2,005

保健・衛生業, 11,643

接客娯楽業, 9,076

清掃・と畜業, 2,520 官公署, 75 その他の事業, 6,383

令和５年は、全国で約14万件実施し、その
うち約7０％の事業場において何らかの労働
基準関係法令違反が認められました。
これらの法違反のほとんどは、労働基準監

督官の指導等によって是正されています。

令和５年労働基準監督年報より



0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

健康診断（定期健康診断の未実施など）

労働時間（36協定違反など）

割増賃金（割増賃金未払など）

年次有給休暇（有給休暇の付与義務違反など）

労働条件の明示（書面等による労働条件の非明

示など）

就業規則（就業規則未作成など）

賃金台帳（賃金台帳に必要事項未記載など）

指導を行った主な法違反事項の割合（指導件数／監督件数）

定期監督
（主体的、計画的に実施する監督指導）

定期監督で指導を行った主な法令違反事項と
しては、健康診断、労働時間、割増賃金に関
する指導などを実施

令和５年労働基準監督年報より



申告監督
（労働者等からの申し立てを契機に実施する監督指導）

令和５年には、約1万9,000事業場に監督
指導を実施しており、そのうち約69％の事
業場において、法律違反が認められました。

製造業, 1,625

鉱業, 16

建設業, 2,717

運輸交通業, 1,720

貨物取

扱業, 

111

農林業, 

203

畜産・水産業, 71

商業, 3,108

金融・広告

業, 286映画・演劇業, 30通信業, 62

教育・研究業, 615

保健・衛生業, 

2,661

接客娯楽業, 2,760

清掃・と畜業, 564

官公署, 8

その他の事業, 

2,791

令和５年労働基準監督年報より



申告監督
（労働者等からの申し立てを契機に実施する監督指導）

0% 20% 40% 60% 80%

賃金不払い（定期賃金、割増賃金不

払いなど）

解雇（解雇予告及び解雇予告手当の

支払いなしなど）

最低賃金（最低賃金未満の支払いな

ど）

労働時間（36協定違反など）

指導を行った主な法違反事項の割合（指導件数／監督件数）

申告監督で指導を行った主な法令違反事項と
しては、賃金不払い、解雇、最低賃金に関す
る指導などを実施

令和５年労働基準監督年報より



労働基準監督官の業務
～安全衛生業務～

監督指導業務 安全衛生業務

司法警察業務 労災補償業務

主に従事する業務の種類

労働基準監督官は、労災事故が発生し
ないよう設備や機械の安全確認を行っ
たり、災害原因を分析して再発防止指
導などを行います。



機械や設備の安全確認

労働基準監督署に届け出ら
れた設備や機械が、法令等
に則って安全に設置されて
いるかを確認します



災害調査

労働災害が発生した際、災害
原因などの調査を行い、再発
防止の指導を行います



我が国の労働災害による死亡者数は、長期的には減少
傾向となっています。一方で、死傷者数は近年、増加に
転じている状況であり、主に第三次産業（飲食・小売業、
社会福祉施設）での死傷者数が増加している。そのため、
労働災害防止計画（第14次）を策定し、第三次産業の
労働災害の削減にも注力しています。

労働災害防止計画の策定

労働安全衛生法 第６条

厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見をきいて、
労働災害の防止のための主要な対策に関する事項その
他労働災害の防止に関し重要な事項を定めた計画（以
下「労働災害防止計画」という。）を策定しなければ
ならない



事故の型 死傷者数 事故の多い業種

転倒
36,058人

①商業(小売業等)
②保健衛生業
③製造業

動作の反動・無理
な動作（腰痛等） 22,053人

①保健衛生業
②商業(小売業等)
③製造業

墜落・転落
20,758人

①建設業
②陸上貨物運送業
③商業(小売業等)

全体 135,371人

労働災害の分析と指導

令和５年の死傷者数で件数の多い事故の型

第三次産業（商業や保健衛生業）で
事故件数が多くなってきており、こ
れらの業種の企業に事故防止の指導
や周知なども行っています。

出展：厚生労働省発表資料より



労働基準監督官の業務
～労災補償業務～

監督指導業務 安全衛生業務

司法警察業務 労災補償業務

主に従事する業務の種類

仕事や通勤が原因で負傷した場合など
に、労働者やそのご遺族に対して、労
働者災害補償保険（いわゆる労災保
険）の給付を行うために、審査や調査
を行い、労災保険適用の有無や給付範
囲などの判断（認定）を行う業務です。



療養（補償）給付

治療が必要な場合、
無料で病院を受診

休業（補償）給付

働けない場合
給料の約8割を支給

障害（補償）給付

障害が残った場合
年金か一時金を支給

介護（補償）給付

介護を受けている場合
その費用を支給

遺族（補償）給付

亡くなられた場合
遺族の方に年金か
一時金を支給

主な労災保険の給付には
このような種類があります



労災認定の調査

労災認定（仕事や通勤が原因での負傷・
疾病かどうか等の判断）に当たっては、被
災者や事業場関係者などから聴き取りを
行ったり、関係資料の収集や主治医や専門
医から医学的な意見を求めるなど、労災の
認定基準に基づく高度な判断を行うための
調査を行っています。



【精神障害の労災保険請求等の推移（全国）】（件）

（資料出所）厚生労働省報道発表資料

【脳・心臓疾患の労災保険請求等の推移（全国）】（件）

近年、「精神障害」の労災保険の請
求件数が増えてきています
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労働基準監督官の業務
～司法警察業務～

監督指導業務 安全衛生業務

司法警察業務 労災補償業務

主に従事する業務の種類

労働基準監督官は司法警察員の職務も担い、
是正勧告を受けた法違反を是正しないなど、
重大・悪質な事案については、司法警察員と
して、刑事訴訟法に基づき、取り調べなどの
任意捜査や、捜索・差押えなどの強制捜査を
行い、検察庁に送検することがあります。



捜索・差し押さえ取調べ

検察庁に送検証拠品の分析

労働基準法 第10２条

労働基準監督官は、この法律違反の罪について、
刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う。



事項 概要 送検件数

賃金の支払 定期賃金の未払など 169

労働時間 36協定で定める限度
時間の超過など

38

労働条件の明示 書面等による労働条
件の非明示

16

割増賃金 割増賃金の未払など 14

全体合計 295

事項 概要 送検件数

設備等 機械への挟まれ・巻き
込まれ防止の未措置な
ど

151

作業方法 墜落・転落防止の未措
置など

126

報告等 労働者死傷病報告の未
提出（労災かくし）な
ど

102

就業制限 重機の無資格運転など 26

全体合計 489

送検件数の多い労働安全衛生法違反被疑事件（令和５年）

送検件数の多い労働基準法等違反被疑事件（令和5年）

令和５年労働基準監督年報より



労働基準監督官の業務
～その他の業務～

監督指導業務 安全衛生業務

司法警察業務 労災補償業務

主に従事する業務の種類

労働基準監督官は労働関係法令に関する相
談やセミナー等での講師、また、行政指導
とは別に企業が法令を遵守できるよう様々
な情報提供などの訪問支援活動なども行っ
ています。



労働法令の相談対応

セミナー講師 企業訪問支援



企業からの求めに応じて、企業
を支援する助成金や法令などの
様々な制度の紹介や解説も行い
ます！
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